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●香川県広域水道企業団告示第14号 

地方公営企業法（昭和27年法律第29 2号）第33条の２の規定により、収納事務を次のとおり構成団

体に委託した。 

令和元年香川県広域水道企業団告示第２号（水道料金等の収納事務の委託（支所等における収納事

務））は、廃止する。 

  令和２年４月17日 

香川県広域水道企業団企業長  浜  田  恵  造   

委託した収納事務   委託先の名称及び所在地 収納する場所（以下「支所 委託年月日 

等」という。） 

 水道の使用に係る料金（以 土庄町 小豆郡土庄町甲 出納室   小豆郡土庄町 令和２年４ 

下「水道料金」という。）     5 5 9番地２         甲5 5 9番地２ 月１日 

（香川県広域水道企業団水             戸形公民館 小豆郡土庄町 

道事業給水条例（平成30年                   甲3417番地１ 

香川県広域水道企業団条例             大鐸公民館 小豆郡土庄町 

第23号。以下「条例」とい                   肥土山甲1735  

う。）第29条に規定する旧                   番地１ 

土庄町水道事業の給水区域             北浦公民館 小豆郡土庄町 

に係るものに限る。）の支                   見目甲1705番 

所等における収納事務                     地15 

四海公民館 小豆郡土庄町 

伊喜末１番地 

８ 

豊島公民館 小豆郡土庄町 

豊島家浦2024 

番地１ 

大部公民館 小豆郡土庄町 

大部甲1947番 

地 

 水道料金の支所等における 小豆島  小豆郡小豆島町 出納室   小豆郡小豆島 

収納事務         町   片城甲44番地95       町片城甲44番 

地95 

                       池田窓口セ 小豆郡小豆島 

ンター   町池田2071番 

                             地２ 

福田出張所 小豆郡小豆島 

町福田甲54 6  

番地１ 

橘出張所  小豆郡小豆島 

町橘甲44 2番 

地１ 
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草壁会館  小豆郡小豆島 

町草壁本町 

2 0 4番地１ 

水道料金並びに高松市、丸 琴平町 仲多度郡琴平町 出納室   仲多度郡琴平 

亀市、坂出市、善通寺市、     榎井8 1 7番地10       町榎井81 7番 

観音寺市、さぬき市、東か                   地10 

がわ市、三木町、宇多津町、まんの 仲多度郡まんの 会計室   仲多度郡まん 

綾川町、琴平町、多度津町 う町  う町吉野下43 0        のう町吉野下 

及びまんのう町から企業団     番地           4 3 0番地 

が収納を受託した下水道使 

用料等の支所等における収 

納事務 

水道料金（条例第29条に規 多度津 仲多度郡多度津 出納室   仲多度郡多度 

定する旧多度津町水道事業 町   町栄町一丁目１       津町栄町一丁 

の給水区域に係るものに限     番91号           目１番91号 

る。）及び多度津町から企 

業団が収納を受託した下水 

道使用料等の支所等におけ 

る収納事務 


